
 （１）、（２）で耐震評価が必要な建築物（※）は、上記金額に１万円を加えた額とする。                  

 ※耐震評価が必要な建築物とは、建築確認日が昭和５６年５月３１日以前（建築確認日が不明な場合は、表示登記の日付（新築）が

　　昭和５８年３月３１日以前）の建築物

 ※本基準は、あくまでも耐震性に重大な問題がないかを簡易に評価するための基準であり、本基準に適合していることをも って

　　「建築基準法（新耐震レベル）」や「耐震改修促進法」に定める耐震性能を保証するものではありません。

注１　別表３（第２条第３項関係）にかかる再調査を必要とする場合は、上表受領済手数料額の４０％の額とする。

注2　優良住宅取得支援制度の適用を受ける場合には、別表５に定める金額を加算する。

　注3　他社で設計検査を行い現場検査から申請される場合にあっては、設計検査手数料の１／２を加算する。

リフォーム融資

フラット３５・財形住宅融資

　注1　優良住宅取得支援制度の適用を受ける場合には、別表５に定める金額を加算する。（フラット３５のみ）

簡易計算法等　※1

※1　グリーンリフォームローンの外皮性能基準の判断方法

※2　グリーンリフォームローンＳの外皮性能基準の判断方法

53,000

10,000

18,000

追加手数料（円）税込み

検査申請種別 住宅の種別 検査申請戸数
手数料（円）　税込み

（イ）単独申請 （ロ）併願申請(※1)

検査申請種別
集合住宅１棟あたりの手数料（円）　税込み

（イ）単独申請 （ロ）併願申請(※1)

中間現場検査 一戸建て等 １戸 19,000 11,000

設  計  検  査 63,000+8,000×戸数

一般財団法人大分県建築住宅センター適合証明業務手数料表

別表１

新築住宅 フラット３５・財形住宅融資

11,000 6,000

マンション
50戸以下 53,000 30,000

50戸超 110,000 60,000

設  計  検  査

一戸建て等 １戸

42,000+8,000×戸数

一括 21,000+1,000×戸数 13,000+1,000×戸数

賃貸住宅 賃貸住宅融資

竣工現場検査

一戸建て等 １戸 19,000 11,000

マンション 一般 21,000+3,000×戸数 13,000+3,000×戸数

登録マンション

中間現場検査申請までに、センターに建築基準法に基づく中間検査申請又は建
設住宅性能評価申請を行っている申請

竣工現場検査
竣工現場検査申請までに、センターに建築基準法に基づく完了検査申請又は建
設住宅性能評価申請を行っている申請

竣工現場検査 21,000+3,000×戸数 13,000+3,000×戸数

　注1　設計検査の申請戸数とは審査戸数を示し、竣工現場検査の申請戸数は検査戸数を示す。

  注2　優良住宅取得支援制度の適用を受ける場合には、別表５に定める金額を加算する。

  ※１　併願申請とは下記の申請をいう。

手数料（円）税込み

44,000

34,000

竣工済特例住宅設計検査、竣工現場検査 一戸建て等 １戸 49,000

別表３　

中古住宅 フラット３５・財形住宅融資

（１）　一戸建て等の住宅

別表２

竣工済特例住宅

検査種別 住宅の種別 検査申請戸数 手数料（円）　税込み

設  計  検  査 設計検査申請までに、センターに確認申請又は設計住宅性能評価申請を行っている申請

中間現場検査

申請種別

証券化支援住宅

リ・ユース住宅（財形住宅）

リ・ユースプラス住宅（財形住宅）

計算方法 検査申請戸数

標準計算法　※1　※2
１住戸

注3  住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書添付により、優良住宅取得支援制度の技術基準適合性が
　　　　判定できる場合は、技術基準適合検査のための加算額は徴収しない。

別表４　

リフォーム

29,000

44,000

申請種別

リ・ユースマンション（財形住宅）

リ・ユースプラスマンション（財形住宅）

（2） マンション（共同建ての住宅）

手数料（円）税込み

マンション情報登録無 マンション情報登録有

44,000 29,000証券化支援住宅

12,000

66,000 39,000

耐震改修

１住戸
グリーンリフォーム※

高齢者向け返済特例

財形住宅

※グリーンリフォームにおいて住宅全体の断熱性能を計算書によって確認する必要がある建築物は、下記計算
方法に応じた金額を加えた額とする。

融資区分 検査申請戸数 手数料（円）税込み



一戸建て等の住宅

設計検査

マンション（共同建ての住宅）

注１　機構承認住宅（設計登録タイプ）によりフラット３５Ｓ（優良住宅取得支援制度）基準に適合することが
　　　判定できる設計検査申請については、上表の額は加算しない。

注２　複数の性能を選択する場合の加算額は、上表各々の性能の列の額を合計した額とする。

注３　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設性能評価書（設計検査時は、設計性能評価書）の添付により、
　　　優良住宅取得支援制度の技術基準適合性が判定できる場合は、技術基準適合検査のための上表の額は加算しない。

注４　フラット35S（優良な住宅基準及び特に優良な住宅基準（省エネルギー性））を利用する場合で、
　　　①「設計住宅性能評価書」（住宅の品質確保の促進等に関する法律）
　　　②「BELS評価書」（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）
　　　以上の添付のあるものは、技術基準適合検査のための上表の設計検査の額は加算しない。

注５　フラット35S（優良な住宅基準（省エネルギー性））を利用する場合で、「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書」
　　　又は「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」の添付のあるものは、技術基準適合検査のための上表の額は加算しない。

注６　フラット35S（優良な住宅基準（省エネルギー性以外））を利用する場合で、「次世代住宅ポイント対象住宅証明書」の
　　　添付のあるものは、技術基準適合検査のための上表の額は加算しない。

注７　フラット35S（特に優良な住宅基準（省エネルギー性））を利用する場合で、
　　　①「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）
　　　②「低炭素建築物新築等計画認定通知書」（都市の低炭素化の促進に関する法律）
　　　③「住宅事業建築主基準に係る適合証」
　　　以上の添付のあるものは、技術基準適合検査のための上表の額は加算しない。

注８　フラット35S（特に優良な住宅基準（耐久性・可変性））を利用する場合で、
　　　「長期優良住宅建築等計画認定通知書」（長期優良住宅の普及の促進に関する法律）
　　　の添付のあるものは、技術基準適合検査のための上表の額は加算しない。

注９　マンションは、原則として１棟全戸数を申請する場合の料金とする。

11,000

 7,000超　～　10,000 91,000

301戸　～　      　 472,000 236,000 10,000超　～            110,000

62,000

  51戸　～　100戸 208,000 104,000  3,000超　～　 5,000 72,000

101戸　～　200戸

共用
部分

2,000㎡以内 50,000

2,000㎡超え 10,000

201戸　～　300戸 386,000 193,000

288,000 144,000  5,000超　～　 7,000 81,000

延べ面積（㎡） 基本料金 戸数割増料金

住戸
部分

      　　 ～　    5戸 68,000 34,000                ～      500 40,000

4,000×戸数

    6戸　～　  10戸 92,000 46,000 　  500超　～　 1,000 47,000

  11戸　～　  25戸 124,000 62,000  1,000超　～　 2,000 54,000

  26戸　～　  50戸 156,000 78,000  2,000超　～　 3,000

11,000 6,000

手数料（円　税込み）

延べ面積（㎡）

耐震性 バリアフリー性／耐久性･可変性

設計検査 竣工検査
設計検査 竣工検査

基本料金 戸数割増料金 基本料金 戸数割増料金

109,000 81,000 81,000

 1,000超　～　 2,000 76,000

バリアフリー性 耐久性・可変性

別表５

フラット35Ｓ 技術基準適用申請加算額

新築住宅

フラット３５S 手数料（円　税込み）

省エネルギー性 耐震性

詳細計算
簡易計算
（左記以外）

壁量計算 許容応力度計算等

バリアフリー性 耐久性・可変性

竣工検査フラット３５S

11,00032,000 27,000 21,000 32,000

手数料（円　税込み）

省エネルギー性
耐震性

壁量計算 許容応力度計算等

32,000 54,000

 2,000超　～　 3,000 100,000 77,000 42,000

　  500超　～　 1,000 52,000 56,000 22,000 47,000

62,000

省エネルギー性

設計検査 竣工検査

申請戸数（戸） 詳細計算 簡易計算
（左記以外）

110,000

61,000 72,000

 5,000超　～　 7,000 197,000

物件検査

 7,000超　～　10,000

耐震性／耐久性・可変性／バリアフリー性／省エネルギー性

40,000               ～      500 39,000 48,000 18,000

3,000×戸数 4,000×戸数

246,000 125,000 100,000 91,000

10,000超　～            343,000 156,000 140,000

 3,000超　～　 5,000 149,000 93,000

66,000

手数料（円）税込み

注10　「簡易計算」とは、①外皮面積を用いない計算方法　②モデル住宅法（一戸建ての住宅）　③フロア入力法（共同住宅）
　　　④仕様基準　のことをいう。

中古住宅

検査種別



別表２ F35S技術基準書面審査・現場検査加算額

①

②

①

② 現場検査加算額 手数料（円）税込み

省エネルギー性 耐震性 バリアフリー 耐久性・可変性

11,000 6,000

別表３ F35S技術基準書面審査・現場検査加算額

（１）フラット３５リノベ（優良な住宅基準）

書面審査加算額 手数料（円）税込み

省エネルギー性 耐震性 バリアフリー 耐久性・可変性

書面審査加算額 手数料（円）税込み

省エネルギー性 耐震性 バリアフリー 耐久性・可変性

32,000 32,000 11,000

省エネルギー性 耐震性 バリアフリー 耐久性・可変性

11,000 6,000

普通預金　第５０６３９２０号 口座番号   　　

株式会社大分銀行　西支店 指定銀行   　　（１）フラット３５リノベ

検査申請種別 手数料（円）税込み

事前確認に関する申請

中古住宅適合証明申請

中古住宅適合証明申請（買取再販タイプ）

注１　申請建築物の耐震評価が必要な建築物（※）は、上記アの金額に１万円を加えた額とする。                  

※耐震評価が必要な建築物とは、建築確認日が昭和５６年５月３１日以前（建築確認日が不明な場合は、表示登記の日付
（新築）が昭和５８年３月３０日以前）の建築物

※本基準は、あくまでも耐震性に重大な問題がないかを簡易に評価するための基準であり、本基準に適合していることを
もって「建築基準法（新耐震レベル）」や「耐震改修促進法」に定める耐震性能を保証するものではない。

ア 42,000

イ 21,000

ウ

指定銀行口座

42,000

適合証明F３５リノベ業務手数料　別表

別表１

現場検査加算額 手数料（円）税込み

11,000

 口 座 名   　　 一般財団法人大分県建築住宅センター　 

注２　再調査を必要とする場合は、上表受領済手数料額の４０％の額とする。

（１）フラット３５リノベ（特に優良な住宅基準）


